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第１章  総則  

（目的）  

第１条  この条例は、流山市自治基本条例（平成２１年流山市条例第１

号。以下「自治基本条例」という。）第２３条の規定に基づき、市長

の財政運営に関する基本事項を定めることにより、将来にわたる健全

で規律ある市の財政運営に資することを目的とする。  

（基本理念）  

第２条  市長は、前条の目的を達成するため、常に財政状況を総合的に

把握し、財源を効果的かつ効率的に活用することにより、財政を健全

に運営しなければならない。  

２  市長は、持続可能な財政構造の確立に向けて計画的に財政運営を行

わなければならない。  

（市長の責務）  

第３条  市長は、前条の基本理念にのっとり、市民ニーズを的確に把握

し、必要性を考慮した予算の編成及び適正な執行をすることにより、

健全で規律ある財政運営を行わなければならない。  

第２章  財政運営の基本原則  

（財政情報の公表）  

第４条  市長は、財政に関する情報を市民に分かりやすく公表すること

により、市民と情報を共有し、財政運営の透明性の確保に努めなけれ

ばならない。  

（財政状況の把握及び分析）  

第５条  市長は、財政の状況を総合的に把握し、分析を行うため、毎年

度、財産の保有状況について市が加入する組合等を含めた連結決算を

行い、次に掲げる財務諸表を作成し、公表しなければならない。  

（１）貸借対照表  



（２）行政コスト計算書  

（３）純資産変動計算書  

（４）資金収支計算書  

（財政計画）  

第６条  市長は、自治基本条例第２２条第１項の規定により総合計画に

おける基本計画及び実施計画を策定する際は、計画期間に応じた財政

の見通しを作成し、財政計画として公表しなければならない。  

（地方債の発行）  

第７条  市長は、地方債を発行する場合においては、次に掲げる事項に

留意しなければならない。  

（１）将来において市民が負担することの妥当性  

（２）当該地方債に係る償還金が将来の財政運営に与える影響  

（基金の積立て）  

第８条  市長は、緊急的な行政需要に対応するため、必要と認められる

額の資金を財政調整積立基金に留保するよう努めなければならない。  

２  市長は、公共施設の修繕、新築又は建替えに係る経費その他資金の

留保が必要と認められる経費に充てるため、計画的に基金に積み立て

るよう努めなければならない。  

（資産の活用）  

第９条  市長は、長期的な観点に立って、公共施設その他の資産の用途

の見直し、維持補修等を行い、効果的に資産を活用しなければならな

い。  

（予算の編成）  

第１０条  市長は、効果的、効率的かつ健全で規律ある財政運営を行う

ため、自治基本条例第２４条第１項の規定により実施する行政評価の

結果を、予算編成に反映させなければならない。  

２  市長は、国及び県の動向を注視し、最新の情報を把握し、不断の歳

入確保に努めなければならない。  

（効果的な予算執行）  

第１１条  市長は、事業効果を考慮した上で、最大の成果が得られるよ

う予算の執行を行わなければならない。  

（重要性のある新たな行政課題への対応）  

第１２条  市長は、重要性のある新たな行政課題に対応する場合は、そ



の 必 要 性 、 効 果 及 び 財 源 を 明 ら か に し た 上 で 対 応 し な け れ ば な ら な 

い。  

第３章  健全財政の維持  

（判断指標）  

第 １ ３条  市 長 は 、 地 方公 共 団 体 の 財 政 の健 全 化 に 関 す る 法律 （ 平 成  

１９年法律第９４号。以下「財政健全化法」という。）に規定する実

質公債費比率及び将来負担比率を財政判断指標とし、当該比率につい

て財政健全化法の規定に基づき国が定める早期健全化基準の２分の１

を市独自の基準（以下「早期警戒基準」という。）と定め、これを上

回らないように努めなければならない。  

（健全財政維持の取組）  

第１４条  市長は、早期警戒基準を上回った場合は、健全な財政運営を

維持するための計画（以下「健全財政維持計画」という。）を直ちに

策定するとともに、健全財政維持計画に従い、財政の健全化に取り組

まなければならない。  

２  市長は、健全財政維持計画を策定し、又は変更した場合は、これを

議会に報告し、かつ、市民に広く公表しなければならない。  

第４章  雑則  

（委任）  

第１５条  この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。  

附  則  

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。  


